
●この創業スクールは、特定創業支援事業です。一定要件を満たすことで証明書の交付が受けられます。これは、これから新たに創業される方が株式会社を設立した際に、
「登録免許税の減免」や「創業関連保証枠の拡充」などの支援を受けることができるものです。（個人事業主の方が法人成りした場合は対象となりません）
●証明書の発行を受けることで、補助金等を申請する際の加点対象となる場合があります。

あさひかわ商工会
創業スクール2023受講申込書

ＦＡＸ: 0166（47）6829  または
郵送:〒079-8412旭川市永山2条19丁目5-11  あさひかわ商工会

※取得した個人情報は、取得目的の範囲内で利用し、これらの目的以外で利用することはありません。　※会場へお越しになる際は普段着で結構です。

あさひかわ商工会
〒079-8412
北海道旭川市永山 2条 19 丁目 5-11
℡0166-48-1651

主催：

ふりがな

氏　名

性　別

生年月日

住　所

電話番号

ＦＡＸ番号

※お持ちの方のみ

メールアドレス

創業の状況 □すでに創業している

□創業はしていないが、具体的な事業内容は決まっている。

□創業したいとは考えているが、具体的な内容は決まっていない。

業種名

※すでに創業されている方はお店の名前と業種名を入力下さい。

※創業されていない方は予定業種名を入力下さい。

※業種が決まっていない方は「決まっていない」と入力下さい。

すでに創業している方

のみご回答下さい

□創業して１年未満

□創業して１年以上３年未満

□創業して３年以上５年未満

□創業して５年以上

男性　・　女性

昭和　・　平成　　　年　　　月　　　日生

（　　　　　　　）　　　　　　－

（　　　　　　　）　　　　　　－

＠

お申し込み方法


